
 

 

 

 

第８９号議案 品川区立児童センター条例の一部を改正する条例 

第９１号議案 品川区立保育所条例の一部を改正する条例 
 

１．改正理由 

保育園・児童センターの改築工事の竣工に伴い、現在の仮施設から改築後の本施設へ

移転するため、所在地を変更する。 
 

２．改正内容 
（１）大井保育園 

   【施行期日】令和７年１月４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中原保育園・児童センター 

   【施行期日】令和７年８月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．新旧対照表 

別紙「新旧対照表」のとおり

【本施設】 
移転後：大井保育園 

【仮施設】 
移転前：大井保育園 

    

（１）大井保育園 

所在地の変更 

旧：品川区東大井三丁目４番４号 

新：品川区東大井六丁目１４番１６号 

 

【仮施設】 
移転前：中原保育園 

：中原児童センター 

【本施設】 
移転後：中原保育園 

：中原児童センター 

（２）中原保育園・児童センター 

所在地の変更 

旧：品川区西五反田六丁目６番１８号 

新：品川区小山一丁目４番１号 

 

文 教 委 員 会 資 料 
令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 
子ども未来部子ども育成課 
子ども未来部保育入園調整課 



 
別紙 

品川区立児童センター条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○品川区立児童センター条例 ○品川区立児童センター条例 

昭和41年４月１日条例第９号 昭和41年４月１日条例第９号

（目的） （目的） 

第１条 品川区立児童センター（以下「センター」という。）は、区内におけ

る児童に健全な娯楽を与え、その健康を増進し、または情操をゆたかにし

て、その健全な育成に資することを目的とする。 

第１条 品川区立児童センター（以下「センター」という。）は、区内におけ

る児童に健全な娯楽を与え、その健康を増進し、または情操をゆたかにし

て、その健全な育成に資することを目的とする。 

（設置） （設置） 

第２条 センターの名称および所在地は、別表のとおりとする。 第２条 センターの名称および所在地は、別表のとおりとする。 

 

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

 

この条例は、令和７年８月25日から施行する。  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 名称 所在地   名称 所在地  

 品川区立東品川児童センター 東京都品川区東品川一丁目34番９

号 

  品川区立東品川児童センター 東京都品川区東品川一丁目34番９

号 

 

 （省略） （省略）   （省略） （省略）  

 品川区立中原児童センター 東京都品川区小山一丁目４番１号   品川区立中原児童センター 東京都品川区西五反田六丁目６番

18号 

 

 （省略） （省略）   （省略） （省略）  

  

 



 

品川区立保育所条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○品川区立保育所条例 ○品川区立保育所条例 

昭和36年３月31日条例第１号 昭和36年３月31日条例第１号

（設置） （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第35条第

３項の規定に基づき、品川区立保育所（以下「保育所」という。）を別表の

とおり設置する。 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第35条第

３項の規定に基づき、品川区立保育所（以下「保育所」という。）を別表の

とおり設置する。 

 

付 則（令和 年 月 日条例第 号） 

 

 

この条例中別表2の部品川区立大井保育園の項の改正規定は令和７年１月４

日から、同表26の部品川区中原保育園の項の改正規定は同年８月25日から施行

する。 

 

別表（第１条関係） 別表（第１条関係） 

 番号 名称 所在地   番号 名称 所在地  

 (省略) (省略) (省略)   (省略) (省略) (省略)  

 ２ 品川区立大井保育園 東京都品川区東大井六丁目14番16号   ２ 品川区立大井保育園 東京都品川区東大井三丁目４番４号  

 (省略) (省略) (省略)   (省略) (省略) (省略)  

 26 品川区立中原保育園 東京都品川区小山一丁目４番１号   26 品川区立中原保育園 東京都品川区西五反田六丁目６番18号  

 (省略) (省略) (省略)   (省略) (省略) (省略)  

  

 
 


